
外郭団体等への再就職状況の公表について 
 
  
 
 本市を退職した職員の外郭団体等への再就職についての公正性・透明性を確保するため

に、課長級以上で退職した職員の再就職状況について公表します。 
 
１ 再就職の考え方 
 
外郭団体等からの人的支援要請に基づき、その必要性や妥当性を判断し、本市退職職

員を推薦した場合。 
   
２ 対象者 
 
前年度に本市を退職した職員で、前述１「再就職の考え方」に基づき、外郭団体等へ

再就職した者。 
 
３ 公表内容 
 
（１）外郭団体等名称 （２）外郭団体等役職名 （３）再就職日 （４）対象職員氏名 
（５）退職時役職名等 （６）退職日      （７）退職時年齢 
 
４ 公表方法 
 
  毎年度１回以上、過去１年以内の対象職員の再就職状況を公表します。原則、前年度

（４月１日～３月３１日）に退職した者について、７月１日現在の状況を公表します。 
 
５ その他 
 
  本市退職職員の外郭団体等での報酬は、各団体において、団体の経営状況を総合的に

判断し、自主的に報酬額を設定していただいています。なお、外郭団体等での退職金は

支給しないように依頼しています。 
 

以 上 


